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平成２２年度第１回 

尾張北部圏域保健医療福祉推進会議 議事録 

                                              22．8．25 

発 言 者 内            容 

司会 

（春日井保健所次

長） 
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お待たせいたしました。 

定刻になりましたので、尾張北部圏域保健医療福祉推進会議を開催させていただきま

す。 

私は、司会を務めさせていただきます春日井保健所次長の宮崎と申します。よろしくお

願いいたします。 

 本日のこの会議の所要時間につきましては、概ね 1 時間 30 分程度を目途にさせていた

だきたいと思っておりますので、よろしくお願いをいたします。 

それでは、会議の開催に当たりまして、事務局でございます春日井保健所宮澤所長か

ら御挨拶をさせていただきます。 

 

 春日井保健所長の宮澤でございます。 

本日は、お忙しい中、また残暑厳しい中、尾張北部圏域保健医療福祉推進会議にご出

席いただきありがとうございます。 

 日ごろは保健所事業を始め、地域の保健医療、福祉の推進に格別のご理解、ご協力を

いただいておりますことを、この場をお借りしまして厚くお礼申し上げます。 

さて、本日は、二つの議題を用意させて頂いております。まず、議題 1 にあります尾張北

部医療圏保健医療計画の見直しになります。これは平成１８年３月の見直し以来、5 年ぶり

の大きな見直しになります。昨年１０月１９日に第１回の医療計画策定部会を立ち上げてか

ら、先月３０日の部会を含めまして、通算で 4 回の部会を開催して、見直しを検討して参り

ました。ご出席の皆様方、また、医療計画策定部会の委員の皆様方には、多くの議論を頂

きまして、ここに厚くお礼を申し上げます。平成１８年３月改訂の保健医療計画に変わり、

大きく変更された点としましては、平成２０年３月に医療制度改革に伴いまして、4 疾病、４

事業の医療連携体系図を作成するなど、小さな見直しを行っておりますので、4 疾病の部

分は新たな章として、第２章機能を考慮した医療提供施設の整備目標のほうに記載をさせ

て頂きました。こちらのほうは、15 ページほどの増加になっております。さらに4事業のうち、

救急医療対策と災害医療対策は、体系図を追加しましたし、また周産期医療対策と小児

医療対策は、新たに章を設けて体系図を入れております。また健康危機管理対策につき

ましても、新たに章を設けております。また前回の見直しから、新たに認定された医療施設

としまして、がん対策のほうで緩和ケア病棟を有する施設として江南厚生病院さんが、災害

保健医療対策のところで、地域災害医療センターとして春日井市民病院さんが、周産期

医療対策のところでは、地域周産期母子医療センターとして江南厚生病院さんが、それぞ

れ指定されております。 

昨年度末に作成しました保健医療計画素案が、県の医療審議会の医療計画部会を経

て、医療計画試案になっておりますが、こちらに各種の数値の修正や、県からの意見、そ

れから歯科医療機能実態調査の結果等を踏まえまして、さる 7 月 30 日に開催しました医

療計画策定部会にお配りして、試案修正案として取りまとめたものでございます。資料２と

して事前に配布させて頂きました。 

 本日は、この修正案につきまして、皆様にご報告を申し上げ、正式に修正してよろしいか
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司会 

 

 

どうか、ご審議の程をお願いしたいと考えております。 

 また議題 2 としましては、増床したい病院がこの医療圏にはございますので、病床整備計

画についてもご意見を頂きたいと考えております。また報告事項としましては、地域医療連

携検討ワーキンググループの開催状況をはじめとしまして 4 件ございます。１時間 30 分と

いう限られた時間の中ではございますが、構成員の皆様方には、ぜひとも活発なご意見ご

提案の程を頂きたいと思います。どうかよろしくお願いをいたします。 

 

ありがとうございました。 

では、次に、資料の確認をさせていただきたいと思います。 

まず、「会議次第」、次に「愛知県圏域保健医療福祉推進会議の開催要領」、さらに「出

席者名簿」それから「配席図」がございます。  

次に、資料 1 として、「尾張北部医療圏保健医療計画(試案)修正案について」、資料２と

して「尾張北部医療圏保健医療計画(試案)修正案」があります。資料３として「尾張北部医

療圏保健医療計画(試案)修正前」、資料４として「今後の計画見直しスケジュール」、資料

５として「参考資料」、資料６として「病床整備計画について」、資料７として「平成 22 年度第

1 回尾張北部医療圏地域医療連携検討ワーキンググループ議事概要」、資料８として「参

考資料」、資料９として「新しいあいちの健康福祉ビジョン」、資料１０として「愛知県がん診

療連携拠点病院の指定について」、となっております。 

それから、本日配布致しました資料としまして、資料２の差し替えとしてＡ４のものを 1 枚、

該当箇所は資料 2 の 49 ページになります。これが１枚です。それから次に、「平成 21 年度

愛知県歯科医療機能実態調査結果報告書」、これの修正版を 1 冊、これは会議資料の 5

の中に現在あります報告書の修正版になります。次に資料の 6-1 としてＡ４ 1 枚ですが、

「病床整備計画の手続きについて」、というのがございます。それから最後に平成 22 年度

の愛知県春日井保健所の事業概要がお配りしてございます。 

以上でございますが、不足等がございましたら、お願いします。 

なお、本日の出席者のご紹介につきましては、時間の都合もございますので、お手元の

名簿と配席図で代えてご了解をいただきたいと思います。 

なお、本日は傍聴者として 2 名の方がお見えになっておりますので、ご報告をさせて頂

きます。 

それでは、引き続きまして会議に入らせていただきたいと存じますが、ここで、僣越では

ございますが、本会議の議長につきまして、事務局の方から御提案させていただきたいと

存じます。 

会議の議長につきましては、当会議の開催要領第４条第２項によりまして出席者の方の

互選により決定することとなっております。 

本会議は、地域における保健・医療・福祉に関する施策の総合的な検討、地域におけ

る意見集約の場として位置づけられたものでございます。 

日頃から各分野でご尽力いただいております春日井市医師会の三輪会長さんに、議長

の労をお取りいただけたら思っておりますが、いかがでございましょうか。 

 

（「異議なし」との声あり。） 

 

ありがとうございました。 

御賛同いただきましたので、議長を春日井市医師会長の三輪先生にお願いすることと

いたします。 
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それでは、議長さんからご挨拶をいただきたいと存じますので、よろしくお願いいたしま

す。 

 

当会議の議長を務めさせていただきます春日井市医師会の三輪と申します。 
 御案内のとおりこの会議は、尾張北部圏域における保健・医療・福祉に関する関
係機関の連携を強化して、意見を集約するという重要な会議でございます。 
 本日は、議題として２題、報告事項として４題を予定しおります。 
皆様には、忌憚のないご意見を発言して頂き、会議の円滑な進行にご協力して頂

く旨お願い申し上げまして、あいさつとさせていただきます。よろしくお願いいた
します。 
 

ありがとうございました。 

それでは議事に入りますが、その前に本日の会議の公開・非公開の取り扱いについて

確認をさせていただきます。 

本会議の、開催要領第５条第１項におきまして、「会議は原則として公開とする。ただし、

愛知県情報公開条例第７条に規定する不開示情報が含まれる事項について議題とする

場合又は会議を公開することにより当該会議の適正な運営に著しい支障が生ずると認めら

れる場合であって、当会議がその一部又は全部を公開しない旨の決定をしたときはこの限

りでない。」と規定されております。 

本日の議題のうち、議題２の「病床整備計画について」は、個別の医療機関の医療機能

に関する具体的な検討であり、愛知県情報公開条例第７条に規定する、「法人に関する情

報であって、公にすることにより、当該法人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害

するおそれがあるもの」、また「県の機関等における審議、検討又は協議に関する情報であ

って、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるもの」に該当する

ものと思われますので、非公開としたいと考えております。 

他の議題及び報告事項につきましては公開にしたいと考えておりますので、よろしくお

願いします。会議の内容につきましては、後日、春日井保健所のホームページに非公開に

該当する部分を除き、掲載させていただきますので、ご了承くださるようお願いします。 

それでは、これから議事に入りたいと思いますので、議長さんよろしくお願いいたします。

 

それでは、会議を進行させていただきます。皆様方のご協力をよろしくお願いいたしま

す。 

議題１「尾張北部医療圏保健医療計画の見直しについて」事務局から説明をお願いい

たします。 

 

春日井保健所の総務企画課の松井と申します。長くなりますので座って説明をさせてい

ただきます。それでは説明をさせていただきます。尾張北部医療圏保健医療計画につきま

しては、前回のこの会議、これは２月２４日でございましたが、この場で皆様にご意見をお

聞きしたのち、3 月１１日の第３回策定部会を経まして、４月上旬に「素案」という形で県健

康福祉部へ提出をさせて頂いております。その後、県のほうで５月２６日に開催されました

医療審議会の医療計画部会を経まして、現在は、素案から試案というかたちに名称が変

わっております。そして、この試案につきましては、引用している数値の直近データへの置

き換えや、県の各課からの意見等をもとに修正することとなっておりましたことから、去る７月

３０日に第４回目の策定部会を開催いたしまして、この試案についての修正内容を検討し、
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修正案としてとりまとめたところでございます。 

本日の議題につきましては、この策定部会でとりまとめました試案の修正案について部

会長に代わりまして事務局からご報告させていただきまして、皆様のご了承が得られました

ら、正式に試案を修正しまして、県へ提出させていただくことになりますので、ご審議の程よ

ろしくお願いいたします。 

まず、７月３０日の策定部会での審議状況でございますが、試案の修正にあたっては、

大きく３つに分けて検討をさせていただきました。１つ目が、各種引用データの更新に伴う

修正、２つ目がそれ以外のもので主に県の各課からの意見をもとにした修正、それから、３

つ目が今年２月に実施されました平成２１年度愛知県歯科医療機能連携実態調査の結果

を受けての修正、でございます。 

詳細の中身につきましては、本日の資料５に、参考資料として、7 月３０日に部会で使い

ました資料の抜粋になりますけれども資料５という形でお付けしましたので参考にしていた

だきたいと思います。 

それでは、主な修正点についてご説明いたします。 

お配りしております資料１をご覧ください。 

まず１の「策定状況」ですが、これにつきましては今これまでの経緯として申し上げました

ことが書いてございます。それから、２の「主な修正内容」では第 1 章から第 11 章まで主な

修正内容を示してございますが、これらのうち、数値の修正など軽微な修正以外のものに

つきまして、資料２を見ながらご説明したいと思います。 

資料２の試案修正案をご覧ください。 

資料２は、７月３０日の策定部会での意見等を反映した後の試案の修正案になっており

まして、修正箇所には下線を引いてあります。 

なお、修正前の状況は、資料３になっておりますのでまた参考にしていただきたいと思い

ます。 

なお、資料３のほかに、事前に送付したもので資料３－１というのがございますが、分かり

にくいと思いますので一言ご説明いたします。まず、資料３の方ですが、資料２で修正した

部分について、修正前の該当箇所に下線が引いてございます。 

それから、資料３－１ですが、実は、資料３を印刷製本したあとに、若干追加修正が生じ

ました。このため、この追加修正部分については、資料 3 のほうに下線を引くことができませ

んでしたので、その部分につきまして追加で資料の 3-1 のほうに波線を引いてお示しして

あります。ですので資料２と３を見比べて頂いて資料２で下線が引いてあるのに、資料３の

ほうには引いてないなという箇所がありましたら、おそらく資料 3-1 のほうに追加で波線で引

いてあるかと思いますので、見比べて頂ければと思います。大変分かりにくくなっておりまし

て申し訳ございません。 

それでは、資料２を使いましてご説明いたします。なお、今から説明いたします修正箇所

については、網掛けにしてございます。 

それでは、まず、１０ページをご覧ください。ここは、第２章第１節のがん対策になります。

４の医療連携体制のところ、○の 3 つ目です。がん患者に対する口腔管理というところで、

試案では、網掛けのところが「がん治療施設において、口腔管理がされています。」となっ

ておりました。しかしながら、病院によって口腔管理の実施状況が異なるのではないかとい

う県からの指摘がございまして、また、歯科医療機能連携実態調査の結果を見たところ、が

ん治療を行う医療機関との連携を行っている歯科医療機関が存在する現状を踏まえまし

て、このように修正しております。 

次に、１４ページですが、ここは第２節の脳卒中対策になります。まず、２の医療提供体
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制の現状の４つ目の○ですが、修正前は、「病院では脳卒中患者に対しても誤嚥性肺炎

を防ぐため口腔管理を行っています。」とありましたが、先ほどのがんと同様で県から、口腔

管理の実施状況が病院によって異なるのではないかという意見がございまして、このように

修正しております。 

次に、１９ページになります。ここは第３節の急性心筋梗塞対策のところになります。「今

後の方策」というところで、修正前は、「基幹病院での手術終了後は、入院リハビリ、通院リ

ハビリを経て、介護保険施設との連携を推進していきます。」という表現になっておりました

が、体系図には介護保険施設のことを記載しておりませんので、体系図と方策を一致させ

るということで、主に急性期から在宅医療までの医療機関の連携体制の整備を進めていき

ます、というように修正をしております。 

次に、２１ページになります。ここは第４節の糖尿病対策になりますが、21 ページの一番

下から 22 ページの上の所にかけまして「３ 医療連携体制」になりますが、歯科医療連携

実態調査の結果から、病院によっては糖尿病の教育入院･教育外来時に歯周病教育が実

施されていたり、歯科診療所との連携が行われているという調査結果を記載しております。

また、調査結果から、病院によっては「歯周病教育の必要性がわからない。」との回答もあ

りましたことから、右側の課題の方に、歯周病教育の実施や医科、歯科の連携に積極的に

取組む必要性について記載しております。なお、この箇所の記述は、修正前は、２の「糖尿

病医療の提供体制」のところに記載していたものですが、歯科と医科の連携という関係もご

ざいますので、記述場所としては３の「医療連携体制」が相応しいということで３へ移動して

おります。 

次に、２４ページになりますが、ここは第３章の救急医療･災害保健医療対策になります。

右側の課題の一番下の○ですが、左側の４の「救急搬送体制」の現状として、救急搬送数

の約５割が軽症患者であることから、それに対応する課題が必要ではないかということで、

そういった方の２次、３次救急機関への集中緩和の検討の必要性を記載しました。また、こ

れと連動しまして、次のページ、２５ページになりますが、今後の方策にも、救急医療の現

状や医療機関への正しいかかり方についての地域住民への啓発についても追加で記載し

ました。 

次に、少し飛びますが、３７ページになります。小児医療対策のところです。ここは、大幅

に修正してございます。実は、修正前は、平成２０年３月に公示した医療計画で記載してい

た文章で、当時の江南厚生病院さんの新規開院の整備を念頭においた記述がありまし

て、これが修正されずにかなり残っておりましたので、これを、医療圏全体での小児医療提

供体制の充実を図るという内容になるように、記述を修正しております。 

まず、37ページの一番上の基本計画ですが、試案では3つ目のマルのところに「尾張北

部地域において小児救急医療体制を整備していきます。」という記述がありましたが、これ

は今言いましたとおり、江南厚生病院が平成 20 年 5 月の開院に向けて動いていた当時の

記述がそのまま残っておりましたので、もうすでに開院をされておりますので、今回は削除

させて頂いております。 

次に、その下の方ですが、右側の課題の一つ目の○ですが、修正前は、「こども医療セ

ンターの運用の充実を図る」、としていたところを、医療圏全体での体制充実に向けた記述

にするという意味で、そこに書いてあるような表現に修正しております。 

それから、さらに下のほうですが、現状の下から２つ目の○の網掛けがあります。ここは、

小児救急患者が 2 次医療機関へ集中している現状が、３８ページにかけて書いてあるので

すが、その一方で、愛知県としましては、小児救急電話相談事業の実施しておりますことか

ら、そのことを現状に追加して記載しました。また、課題としてその周知についてそれぞれ
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追加で記載をしております。 

次の３８ページになりますが、今後の方策の一つ目の○ですが、修正前は「厚生連江南

厚生病院の小児救急医療提供体制の運用の充実に向けて努力していきます。」としており

ましたが、先ほど申しましたように、医療圏全体における充実という理由で、そこにあります

ように修正をしております。 

  その下の削除とありますのは、修正前は地域ごとに「センター方式」による小児救急医

療体制の整備を推進していくとありましたが、現状でこの地域において江南厚生病院さん

のようなやり方や、またほかにも方法があるかもれしませんが、いわゆる「センター」的なもの

を整備して小児の救急体制を推進していくということが、今の段階で、また、近い将来にお

いてもそういう話がないのではないか、ということで今回の計画書からは削除をさせていた

だいております。 

次に４４，４５ページの第 7 章 病診連携等推進対策になります。修正前の段階では、基

本計画、課題、今後の方策のそれぞれに、「愛知県医療機能情報公表システムの情報の

整備･更新をしていく」という文章が入っていましたが、医療機能情報公表システム自体は

県民への医療機能の情報提供としては必要であるが、病診連携の推進そのものには直接

には関係しないという県からの指摘もございましたので記述を削除しております。 

次に少し飛びますが、４９ページになります。ここは第 9 章 歯科保健医療対策のところ

ですが、平成 21 年度歯科医療機能連携実態調査が今年２月に実施され、その結果が６

月２２日に公表されましたことから、それを反映いたしました。７月３０日の策定部会では、本

日、資料５としてつけました参考資料、こちらの中に資料 4 というものを一緒に付けてありま

すけど、資料５の中に付けました資料４をもとに議論いたしておりますのでまた参考にご覧

いただければと思います。 

資料のほうは、今日、当日配布資料として、この 49 ページの差し替え分をＡ４ １枚のも

のをお配りしてございますのでそちらをご覧ください。 

まず、左側の現状の下から３つ目の○です。自治体が行う保健事業への診療所の参加

状況について県平均よりも高いという現状を新たに記載しました。 

なお、ここで一つお詫びがございます。 

今回４９ページを差し替えさせて頂きましたのは、今説明しました網掛けの所の文言が

間違っておりましたので、それを訂正したものになります。間違っていました個所が網掛け

の所の「自治体が行う母子保健事業」で、現在、母子保健事業と書いてあると思います。事

前に送付しました資料の 2 のほうは、ここが歯科保健事業、歯科と書いてあるかと思うんで

すが、歯科保健事業を細かく分類して母子、成人、介護予防になるという形にしております

ので、正しくは母子保健事業になります。 

実は 7 月 30 日の策定部会の資料の方もワープロの打ち間違えがございまして、ここが歯

科保健事業となっておりまして、正しくは母子保健事業の誤りでございます。訂正してお詫

び申し上げます。 

それから、次に、49 ページの一番下の○で、歯科衛生士の従事者数が非常に少ないと

いう現状、そして、課題としてその充足の必要性について新たに記載をしました。 

続いて、次の５０ページで、現状として、実態調査結果から、この尾張北部医療圏では

歯科診療所における在宅医療等の実施状況の実施割合が高いことを記載し、課題として

は在宅療養支援歯科診療所の増加を図る必要性について新たに記載をしました。 

また、その下の網掛けですが、糖尿病に関連しまして、春日井市以外においても、江南

保健所管内の各市町さんにおきまして、医科と歯科の連携に向けた取組が開始されてお

りますので、そのことを現状として新たに記載しました。あわせて、課題にも医療圏全域に
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議長 

 

 

 

尾北歯科医師会長 

おいて同様に医科と歯科の連携を進める必要があることを記載しました。 

最後に、５３ページですが、第１０章の薬局の機能強化等推進対策のところです。ここで

は、修正前は記載がありませんでしたが、現状として、調剤薬局において代替調剤の取り

扱いが行われている状況を追加で記載しております。 

以上が、主な修正箇所となっております。 

今、説明しなかった部分は、例えば、数値の更新，表番号の修正、語句の修正、言い回

しの修正などと言ったものになっております。 

なお、少しもどりまして、34 ページからの周産期医療に関してですが、本年度、県医務

国保課の方で周産期医療体制整備計画を策定することになっておりまして、現在、策定作

業を進めているところです。従いまして、今回の資料では、周産期医療の箇所について

は、特に大きな修正案をお示しはしてございませんが、今後県の方から医療計画への記

載についてどのように対応するか指示があった段階で対応させいただくことになります。そ

のため、場合によっては周産期医療の箇所だけ改めて策定部会の各委員に個別にご了

解を得ることになるかもしれませんので、ご承知おきください。 

それともう２点、補足説明がございまして、まず、１点目ですが、これは県計画と医療圏計

画の両方に関してですが、今回の医療計画を印刷した場合の紙面数が非常に膨大になる

ことが予想されておりまして、ページ数を少し絞る必要があるということを医療福祉計画課

の方から言われております。そのため、用語の解説につきましては、印刷する計画書自体

からは記載をなくして、例えば、ホームページの方に掲載することを県医療福祉計画課で

掲載方法を検討しておりますので、ご了承いただきたいと思います。 

それから、２点目ですが、計画書につきまして、今後の手続きの過程で生じました数値

の修正や語句の訂正等は事務局の責任において修正をさせていだきますのでご承知おき

いただきたいと思います。 

資料２につきましては、以上です。 

続きまして、資料 4 について簡単に申し上げます。 

資料 4 をご覧ください。 

資料 4 は、今後の計画見直しスケジュールとなっております。中ほどの右側が医療圏の

動きですが、本日の会議後、医療圏計画試案の修正後のものを県のほうへ提出いたしま

す。その後、県医療審議会を経まして原案となります。これが 9 月～10 月頃の予定でござ

います。その後は、市町村、三師会等へ意見照会と県民へのパブリックコメントとなりまし

て、ここで意見が出てきましたら、第 5 回目の医療計画部会、圏域推進会議を経まして最

終的に来年 3 月の医療審議会で案となり、知事に答申がなされ、公示という流れになって

おります。 

ただし、第 5 回目の策定部会につきましては、パブコメ等を経て意見が出てくる可能性

があるわけですが、軽微な修正のみである場合は開催事態を省略をさせていただく予定に

しておりますので、ご承知おきいただきたいと思います。 

スケジュールは以上でございます。 

それでは、修正案についてご審議の程よろしくお願いいたします。 

 

ありがとうございました。 

膨大な質量と膨大な内容ですけれど、この件につきまして何かご意見がありましたらご発

言をお願いいたします。 

 

  第 9 章の歯科保健対策の件でございますが、50 ページを見て頂けますか。50 ページ
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議長 

 

春日井市歯科医師

会副会長 

 

 

 

 

 

 

 

議長 

 

 

 

春日井市民病院長 

 

 

 

 

 

江南厚生病院長 

 

議長 

 

事務局（松井主任） 

 

 

議長 

 

春日井歯科医師会

副会長 

 

 

 

右側のほうの中段にあります、「摂食嚥下障害に機能回復を目指したかかりつけ歯科医

と，高次医療機関とのチームアプローチが不可欠です。」というのがございますが、文言を

変えて頂きたいと思います。「摂食嚥下障害者に対する機能回復を目指したかかりつけ歯

科医」として頂いたほうが適切かと思います。 

 

事務局のほうお願いいたします。 

 

はい、了解しました。 

 

その他、ご発言ないでしょうか。 

 

糖尿病のところの 23 ページなんですが、ヘモグロビン A１ｃの値の表記なんですが、最

近欧米の数値に合わせるとか合わせないとかという話をニュースで見たんですが、これは

今、現状どちらになってるんでしょうか。確か 0.4 上げるの、下げるのというのがあったと思っ

たんですが。ヘモグロビン A1c、表の左上のところなんですけど、数値の表記が、国内での

検査数値で出ていると思うんですけど、それが欧米と 0.4 違うと書いてありまして、そちらに

統一してくという話が、ニュースに載ってたんですが、このままいくのか、それとも両方載せ

るのかということは、よろしいんでしょうか。この数字がどちらに合わせてあるということが分か

らないんですけど。 

 

この問題につきましては、事務局よりもその専門である渡辺先生、加藤先生、よろしいで

しょうか。県の計画案にアップツゥデートのデータを載せる必要があるかどうかということを含

め、ご発言、ご助言願えないでしょうか。 

 

日本糖尿病学会は、現時点において従来どおりヘモグロビン A１c を踏襲しております。

アメリカ始め欧米諸国はすべて先ほど歯科医師会のほうから出ましたように、0.４パーセント

上乗せで、当院の値としては、日本糖尿病学会推奨値ということでデータを出しております

ので、この文言が出てくるときにはそれを入れたほうが、本当は学術的には妥当だと思いま

す。検査法の数値が全然表記が変わってくるわけです。 

 

新しい基準値が来年出ますから、たぶん県のほうで変わると思ってますけど。 

 

事務局のほう、こういう意見も出たということを考慮して、今後作業を進めてください。 

 

保健所だけで対応できない部分があるかもしれないですから、確認させて頂きたいと思

います。直らない可能性もあります。 

 

よろしくお願いいたします。その他ご意見ないでしょうか。どうぞ。 

 

あと、第 8 章の高齢者保健医療福祉対策においてなんですけど、春日井歯科医師会の

ほうでは、誤嚥性の肺炎等の発生を防ぐためにということで、後期高齢者等に機能向上の

集会みたいなことをやっているんですけど、そういったことはこういう所に載せて頂いたほう

がいいのかよくわからなくて、事務局のほうにご相談をと思いまして。今、口腔機能向上と

いうことで、春日井だと特定高齢者の 66.5%位に機能向上のプログラムを進めるというような
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議長 
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事務局（松井主任） 

 

 

 

 

春日井市歯科医師

会副会長 

 

議長 

 

 

事務局（松井主任） 

 

 

 

 

尾北歯科医師会長 

 

 

 

 

議長 

 

 

 

 

 

数字が出ているんですけど、そのためにそういうことをやってはいるんですが、歯科医師会

が市に協力させて頂いて。今後、そういったことを充実していかないといけないのかと思い

まして、これを歯科のほうに載せたほうがいいのか、高齢者保健医療福祉対策のほうに載

せたほうがいいのか、その辺よくわからなくて。 

 

これは、いわゆる口腔ケアのことですか。 

 

口腔ケアでなくて、口腔機能向上です。 

 

 

嚥下訓練、リハビリのほうですね。事務局どうですか。 

 

リハビリというか、脳卒中とかの疾患を抱えた方限定ではないということですね。 

 

はい。その前の段階の、そうならないようにということで。 

 

 

例えば、第９章の歯科保健医療対策のところで、介護予防事業とか、健康教育事業とか

の記載を追加で入れたんですけど、それとはまた別のものということになるんでしょうか。49

ページの歯科保健対策の 1 番という所があるかと思うんですけど、これとはまた別ということ

なんですか。 

 

少し、表現が足りないのかなと思ったものですから、ここだけでは。 

 

 

川口先生、先生のご意見を文章化して事務局のほうへお渡しして頂いて、事務局が微

修正して頂くということで。 

 

もし、文章を新しく入れるということになりますと、川口先生からご発言がありましたけど、

他の地区の状況ということも併せて見ないといけないものですから、そのあたり春日井市さ

んの部分だけ取り出して入れることが妥当かどうか、ということがあるんですけれど、その辺

は他の地区の歯科医師会の先生はよろしいんでしょうか。 

 

 尾北でも口腔機能向上は、ある程度はやっております。一括して医療圏内では数は多く

ないですけど、やった事実はございます。それを入れるかどうかということですね。それはま

たあとでまとめて提出して頂いて、全域のことを加味して入れて頂ければありがたいですけ

ど。そんなところでよろしいですか。 

 

 別途、各歯科医師会さんと調整してください。 

そのほかご意見無いでしょうか。歯医者さんのことが問題になったようですけど、ご意見

も出尽くしたようですので、議題１につきましては修正案を了承するということでよろしいでし

ょうか。 

 

（「異議なし」との声あり。） 
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それでは、試案の修正として、県健康福祉部へ提出することといたします。 

続きまして、議題２「病床整備計画について」ですが、ここで、皆様にお断り申し上げま

す。今回の病床整備計画につきましては、私が管理している医療法人の増床計画となって

おりますので、議題と直接利害関係がある私が議長を務めることは適当ではありませんの

で、この議題につきましては、私は一旦席をはずさせていただき、その間、議事の取り回し

は、仮議長として春日井保健所長に行っていただきたいと思いますのでよろしくお願いい

たします。 

 

今議長からご発言がありましたように、議題 2 に限りまして、三輪先生には一旦ご退

席いただきまして、その間、私が仮議長を努めさせていただきます。 

それでは、三輪先生よろしくお願いいたします。それから傍聴者の方もご退席のほう

よろしくお願いいたします。 

 

 （三輪議長・傍聴者２名 退出） 

 

それでは、議題２ですが、「病床整備計画について」事務局から説明をお願いします。 

 

 

 それでは資料の 6 のほうになります。今日お配りしました資料で 6-1 というものがあるかと

思います、こちらを使って説明したいと思います。 

この議題２につきましては、精神病床につきまして１０床の増床計画が提出されましたこ

とから、皆様からご意見をいただくものでございます。 

まず、資料６－１をご覧ください。 

今回、初めてご出席の方もいらっしゃると思いますので、病床整備計画の手続について

簡単にご説明します。 

病院の開設や、病床数の増加、診療所の病床の設置には医療法に基づき、知事の許

可が必要となっております。本県では、この許可の前に、事前に病床の整備計画書を提出

していただき、その内容を審議して適当と認めた場合に限り、許可を行うという事前協議制

を採用しております。この手続き自体は、愛知県病院開設等許可事務取扱要領に定めが

ありますが、流れを説明しますと、中ほどの絵にありますが、計画者から保健所に計画書が

提出され、その計画について、保健所はこの圏域推進会議から意見をいただくことになりま

す。そして、保健所は計画書とともに意見を付して県医療福祉計画課へ提出をします。す

ると、今度は知事の附属機関である医療審議会の医療計画部会に諮りまして意見を頂き

まして、最終的に適否の判断がなされることとなります。 

なお、資料には書いてございませんが、病床整備計画書については、7 月頃と 11 月頃

の年 2 回の受付期間を設けてございます。今回の病床整備計画については、本年度 1 回

目の受付期間である６月２１日から７月 9 日までの間に提出があったものでございます。 

それでは、続きまして資料６をご覧ください。 

順序が逆になりますけれども、まず先に裏面をご覧いただきたいと思います。 

この表は今年３月３１日現在の基準病床数及び既存病床数の表でございますが、今回

の整備計画書はこの数字をもとにご提出いただいております。 

見方ですが、一番左に病床種別とあります。下のほうに精神病床がございまして、区域

としては全県域とあります。精神病床の基準病床数は愛知県全体の数字として決められて
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仮議長（春日井保

健所長） 

 

 

 

仮議長（春日井保

健所長） 

  

 

 

仮議長（春日井保

健所長） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議長 

 

 

 

事務局（松井主任） 

 

 

 

 

 

 

おりますが、13,160 床となっております。これに対して、既に開設されております既存の病

床数が上段のとおり 13,049 床となっております。それから、既に病床の増床等について県

のほうから了承されているものの現段階で整備途上等で開設にいたっていないものが７７

床ありますので、これを含めますと下段の数字のとおり 13,126 床ということになります。 

したがいまして、３月末の時点で、整備ができる病床数としては、一番右の「差引数」欄にあ

ります、括弧書きの数字の３４床となっております。 

それでは表面の表のほうに戻ってご覧ください。 

今回の病床整備計画になりますが、計画者の医療法人 晴和会 あさひが丘ホスピタル

から１０床の精神病床の増床の計画が提出されました。さきほどの３４床の範囲内でありま

すので、この圏域としてこの計画についてのご意見をお聞かせ願いたいと思います。 

 

 

ありがとうございました。 

それでは、この件につきまして、ご意見等ありましたらご発言ください。 

 

（発言なし） 

 

それでは、議題２につきましては、今回の整備計画は適当であるとして県へ提出すること

にしてよろしいでしょうか。 

 

「異議なし」との声あり。 

 

それでは、そのように県へ提出いたします。 

では、ここで、三輪先生にお戻りいただきまして、再び、議長をお願いしたいと思いま

す。しばらくお待ちください。 

 

（三輪先生 入室） 

 

それでは、三輪先生に、結果をお伝えいたします。 

病床整備計画につきましては、適当であるとされましたので、適当であるとの意見を付し

て県の方へ提出することとなりました。 

それでは、再び三輪先生に議長をお願いいたしますので、よろしくお願いいたします。 

 

どうもありがとうございました。それでは、次に報告事項に入ります。まず、報告事項１「地

域医療連携検討ワーキンググループの開催状況について」、事務局から説明をお願いし

ます。 

 

  それでは説明をさせていただきます。資料７をご覧ください。 

資料７は、６月２９日に開催しました、平成 22年度第 1 回尾張北部医療圏地域医療連携

検討ワーキンググループの議事概要となっております。その時の会議資料につきまして

は、資料８として会議資料の抜粋しましたものを参考として付けてございますのでまた参考

にしていただきたいと思います。 

地域医療連携検討ワーキンググループにつきましては、昨年度開催しましたこの会議に

おきましても２回ほど既にご説明しましたとおり、地域医療再生計画に基づき実施すること
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議長 

 

 

 

 

議長 

 

 

 

 

事務局（医療福祉

計画課加藤課長補

佐） 

 

 

とされたものでございます。既に皆様ご承知のとおり、この地域医療再生計画は、救急医

療の確保、周産期医療の確保等、地域医療の課題を解決するために各都道府県が策定

したものでございまして、愛知県では今年１月８日に尾張地域と東三河地域の２地域に分

けて計画を策定しております。 

この計画の中で、県下の全２次医療圏に、地域医療連携検討ワーキンググループを設

置するとされておりますことから、本年度から開催することとしたものでございます。 

尾張北部医療圏におきましては、第 1 回目を６月２９日に開催をいたしまして、構成員に

つきましては、資料７の３ページにありますとおり、地区三師会、救急医療を担う主な病院、

産婦人科医会、小児科医会の各先生、それから、消防署さんなどにお集まりいただきまし

た。 

議題としましては、主に救急医療、周産期医療に関して話し合いをしまして、ご意見をい

ただいたところです。 

１ページに戻りますが、いただいた主なご意見としましては、下のほうにありますとおり、

救急医療に関しては、3 次救急病院への軽症患者の割合が多いことが医師の疲弊の原因

になっている、診療所では救急対応はできない、軽症者の救急車利用など住民側の意識

にも問題がある、或いは医師の待遇が問題である、医師数の不足以外に医師が救急医療

を避ける傾向があるなどのご意見がありました。 

２ページになりますが、小児救急については、これは春日井市小児科医会の先生からの

ご発言ですが、春日井市民病院では江南厚生病院のような方式が患者数の関係で採用

しにくい、と言ったご意見や、周産期医療では、NICU の減少、母体搬送先の確保につい

て問題視するご意見がありました。 

ワーキンググループにつきましては、今後、部会を設けて優先課題について検討するこ

と、それから、今後、保健所が主な救急医療機関や周産期医療機関の医師、看護師等に

対して調査を行う予定であること等といたしております。 

各地区の三師会の先生方、また、各医療機関さん、或いは、各市町さんにおかれまして

も、ワーキンググループの運営等につきまして、今後ともご協力いただきますようよろしくお

願いいたします。 

報告は以上でございます。 

 

はい、ありがとうございました。今の報告事項について、何かご質問などはありますでしょ

うか。 

 

（発言なし） 

 

ワーキンググループについては、今後長く続くことになりますので、皆様もご協力をお願

いいたします。 

それでは、続きまして、報告事項２「「新しいあいちの健康福祉ビジョン」の策定につい

て」、事務局から説明してください。 

 

愛知県医療福祉計画課の加藤です。よろしくお願いいたします。私からは報告事項 2 の

「新しいあいちの健康福祉ビジョンの策定について」説明をさせていただきます。 

それでは、資料９をご覧ください。 

まず「１ 経緯及び新しいビジョンの位置づけ」でございますが、本県初めての福祉の総

合計画として「あいち８か年福祉戦略」を平成５年７月に策定しました。 
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そして、平成１３年３月には、この愛フルプランを引き継ぎ、２１世紀初頭における本県福

祉の進むべき方向を明らかにした中長期ビジョンである「２１世紀あいち福祉ビジョン」を策

定し、現在は第４期実施計画により着実に推進しているところでございます。このビジョンの

計画期間が今年度末までとなっておりますので、３番目の○にございます「新しいあいちの

健康福祉ビジョン」、こちら名称のほうはまだ未定でございますが、平成２２年度中に策定

するため現在作業を進めております。 

この新しいビジョンの計画期間は、健康福祉分野の施策の動きが大変早いことからこれ

までの１０年間では少し長いのではないかということで、現在 5 年間の計画としまして、地域

医療の確保など新たな課題にも対応するため従来の福祉分野に加えまして、医療分野を

含んだ本県健康福祉の進むべき方向を示す、新たな羅針盤として参りたいと考えておりま

す。 

次に２ページをご覧ください。 

「２ 検討体制」ですが、（１）にございます知事を本部長とする、ビジョン推進本部で審議

決定をしてまいります。 

また、（２）の「新しいあいちの健康福祉ビジョンを考える懇談会」を今年度中に３回程度

開催しまして、学識経験者など１１名の委員から助言等を頂くこととしております。この懇談

会の委員は名簿のとおりですが、座長は愛知県社会福祉協議会の大沢会長にお願いを

しておりまして、６月２日には第１回の懇談会を開催いたしました。現在、懇談会で頂いた

意見を十分に踏まえまして、新しいビジョンの素案作りを進めているところでございます。 

次に、「３ 策定に向けたスケジュール」ですが、今年１１月頃には、県の附属機関であり

ます社会福祉審議会、そして医療審議会において、現在策定中の素案について意見聴

取を行い、合わせてパブリックコメントを実施し、県民の皆さんからも広くご意見をいただく

予定であります。 

また、同時期に、市町村の皆さんに対しても素案をお示ししましてご意見をいただきたい

と考えておりますので、ご協力をお願いいたします。 

最終的には、いただいたご意見等を踏まえまして、来年３月に、ビジョン推進本部におい

て決定する予定でございます。 

続きまして、３ページ以降には、６月２日の第１回新しいあいちの健康福祉ビジョンを考

える懇談会に提出しました骨子案をつけておりますので、一部に絞って説明をさせていた

だきたいと思います。「第１章 ビジョン策定趣旨」がございますけれど、この中の「3 ビジョン

の性格・期間」にありますように、愛知県が今年 3 月に策定しました本県の地域づくりの指

針であります政策指針 2010 から 2015 と連携をしまして健康福祉分野の大きな考え方や、

主要な政策を方向づけてまいりたいと考えております。下の表に個別の工程計画との関係

を示したものがございますが、現在策定を進めて頂いております地域保健医療計画も、個

別計画ということになります。計画期間が平成 23 年 4 月からと、同じスタートとなりますけれ

ども現在ご検討頂いております新しい医療計画の内容を十分踏まえまして、新しい健康福

祉ビジョンを策定してまいりたいと考えております。 

少し飛びまして 12 ページをご覧頂きたいと思います。こちらの分野別におきましては、6

つの分野でまとめてまいりますが、最後の６番で新たな支え合いの社会ということで地域に

おける取り組みをまとめてまいりたいと考えております。こちらでは真ん中の下の所に、2015

年までの取り組みということで、（1）地域の福祉力の向上、（２）で福祉のこころと人権啓発

の取り組み、をまとめてまいりたいと考えておりますが、中でも国、県、市町村が協力しまし

てそれぞれの役割分担の下、より効果的で効率的に機能を発揮していくとともに、ＮＰＯ、

ボランティア、社会福祉協議会、民生委員の皆様、企業等、地域社会にかかわる多様な主
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議長 

 

  

春日井市民病院長 

 

 

 

 

 

 

 

 

議長 

 

事務局（医療福祉

計画課） 

 

春日井市民病院長 

 

 

 

 

事務局（医療福祉

計画課） 

 

春日井市民病院長 

 

体が様々な形で役割を分担しながら支えあう地域社会づくりを進めていくことが重要だと考

えております。 

それでは、最後に１３ページをご覧頂きたいと思います。最後のまとめの章になります

が、第４章としてビジョンの推進にあたっての部分でございますけれど、1 の「福祉圏域の設

定」では、現行の福祉ビジョンにおきましても老人保健福祉圏域と、障害保健福祉圏域を

統合しまして福祉圏域を設定しておりますので、新しい健康福祉ビジョンにおいても引き続

き設定してまいりたいと考えております。 

また、2 の「（4）社会情勢の変化への柔軟な対応」でございますけれど、現在国では「子

ども・子育て新システム」、また「障害者制度改革」など、健康福祉分野の様々な制度改革

が検討されております。今後の動向を見極めるのが非常に難しい状況ではございますが、

こうした国の動きにも十分目配りをしながら、ビジョンの策定を進めてまいりたいと考えてお

ります。資料の説明は以上でございますけれど、今後新しいビジョンにつきましては、今年

11 月を目途に、素案を策定致しまして、パブリックコメントを実施し、県民の皆様からもご意

見を頂きたいと考えております。同時期に市町村の皆様に対しても改めて意見を伺いたい

と考えておりますのでよろしくお願いをしたいと思います。 

以上で説明を終わります。 

 

ただ今の報告事項につきまして、何かご質問などございましたらご発言お願いいたしま

す。渡邊先生どうぞ。 

 

非常にさらっと流されたので質問ですが、９ページの上から１０行目になりますけど、本

県の重症心身障害児施設の定員は、全国最低であるという文言がある中で、その下 2015

年までの取り組みで、愛知県心身障害者コロニーを地域生活支援の拠点部に変換し、と

いうことでありますが、これは愛知県のコロニーの今の障害者を撤退するという文言でよろし

いんでしょうか。これは県の計画にそうなっている、というのは先ほど救急医療計画もそうな

んですけど、春日井市においてコロニーの受け入れ制限があるというなかで、出ているにも

かかわらず、どうして県の機関である愛知県のコロニーがこの委員に入っていないのか、恣

意的ではないのですか。 

 

 事務局、説明お願いいたします。 

 

 ご意見ありがとうございます。決して恣意的ではなく、コロニー職員が懇談会の委員には

入っておりませんが、事務局サイドとしてコロニーを所管する障害福祉課も参加しておりま

して、一緒に検討を進めているところです。 

周産期医療を撤退と言ってるんだから、それをやっているところが、どうして入らないのか

と。特に県の直属の機関であるのに、どうして入らないのか。新しいビジョンの中で、障害者

教育を含めてどういうふうに思っているんですか。全部大府に持って行けばいいと思って

みえるんですか。 

 

決してそういうことを考えているわけではなくて、骨子案として示しまして、これから意見を

頂きながら素案としてまとめていきたいと考えているところでございます。 

 

心身障害者コロニーを転換するということは、今現在そこにいる方々はどうされるんです

か。 
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議長 

 

 

事務局（健康対策

課林主幹） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

そのあたりを含めまして、確かに重要な課題だと認識しておりますので、障害福祉課と連

携しながらしっかり検討させて頂きたいと思います。 

 

一番大きな問題をちゃんと述べずに、プロジェクトのことだけ言ったって、まったく無意味

だというふうに思っているんです。 

 

この渡邉先生のご意見については、春日井市医師会も、今後コロニーの中央病院がど

うなるのか、非常に心配しております。コロニー病院の関係者が、入院、外来の障害児の

緊急医療について、医師会はどう対応してくれるんだという調査依頼もきておりますし、コロ

ニーの問題は非常に関心を持っております。その点コロニーをどのように存続するかどう

か、あるいは廃止するのだったらどのような問題があるのか、存続するんだったらどのように

存続させるのかということを、我々も早く知りたいと思っておりますので、よろしくお願いしま

す。 

 

ご意見いただいてどうもありがとうございます。コロニーの件につきましては、本当に重要

な課題の一つと認識しておりますので、しっかり検討させて頂きたいと思います。ありがとう

ございました。 

   

お願いいたします。続きまして、報告事項３「愛知県がん診療連携拠点病院等の指定に

ついて」、事務局から説明してください。 

 

県の健康対策課の林と申します。日頃は健康福祉行政にご協力頂きまして、この場を

お借りしましてお礼を申し上げます。 

本日は、報告事項といたしまして、愛知県がん診療連携拠点病院等の指定についてご

報告申し上げたいと思います。座ってご報告申し上げます。 

資料１０をご覧いただきたいと思います。がん診療連携拠点病院指定制度というのがタイ

トルに出てまいります。初めての方もいらっしゃるかと思いますので、これについて簡単にご

説明申し上げます。 

制度の趣旨といたしましては、がん診療の連携協力体制の整備、がん患者に対する相

談支援及び情報提供を行うため、平成 13 年度から、がん診療連携拠点病院という制度が

できております。都道府県に、都道府県がん診療連携拠点病院を１か所、原則として地域

がん拠点病院を２次医療圏に 1 か所、ということで国が基準を定めまして、県が推薦する医

療機関について第３者によって構成される検討会の意見をふまえ、厚生労働大臣によりが

ん診療連携拠点病院が指定されておるものでございます。制度の概要はこのようなもので

ございます。 

尾張北部圏域におきましても、平成 21 年 8 月 26 日に開催されました、尾張北部圏域の

本会議で、愛知県がんセンター中央病院を「都道府県がん診療連携拠点病院」として、ま

た、小牧市民病院を「地域がん診療連携拠点病院」として厚生労働大臣あてに推薦するこ

とにつきましてご意見をお伺いしたところ、がんセンター、小牧市民病院を推薦することが

適当とご意見を頂きましたので、厚生労働大臣あて愛知県知事から推薦をいたしました。

その結果といたしまして、「都道府県がん診療連携拠点病院」及び「地域がん診療連携拠

点病院」として、平成 22 年 3 月 3 日指定されております。 

その指定された結果といたしまして、当圏域では小牧市民病院が指定されております。
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議長 

 

 

春日井市民病院長 

資料１０の裏面をご覧頂きますと、地域がん診療連携拠点病院という欄がございまして、名

古屋医療圏で言いますと、名古屋大学医学部附属病院から名古屋第二赤十字病院まで

の６病院が、尾張北部圏域ですと小牧市民病院など、あわせて１４病院が国から指定を受

けております。昨年度、この会議を含めまして、全県下該当の医療圏におきまして、ご意見

を頂きながら推薦の事務を進めた結果、このように指定を受けられましたことについて、ま

ずご報告を申し上げるところでございます。 

続きまして、資料１０の中ほどに、「県独自のがん診療拠点病院の指定について」、とタイ

トルがございます。これにつきましては、地域がん診療連携拠点病院は名古屋医療圏のよ

うなところでは例外的にたくさん認めれておりますが、医療圏に原則１病院となっておりま

す。現実問題としては、国の指定要件を満たしていても原則として 1 病院しか指定を受けら

れない、それ以外の病院は国の指定を受けられないという現実がございます。そのような状

態が各病院のがん診療のモチベーションの低下を招いたり、がん医療の均てん化の後退

につながる恐れがありますことから、愛知県といたしましては、国の要件を満たしていながら

国の指定を受けられない病院に対しまして、県独自の指定制度を設けて、指定を行ってま

いるということで、本年度からスタートさせたわけであります。 

本県では、名古屋液済会病院、名古屋記念病院、愛知医科大病院、半田市立半田市

民病院、刈谷豊田総合病院の５病院については、昨年の国の指定の審査の過程で拠点

病院の要件を満たすにもかかわらず国の指定の数の上での制約の中で、指定を受けられ

なかった病院でありまして、県の指定制度により、指定を致しております。 

さらに、これらの病院以外の病院につきましても、 本年 9 月 30 日までに申請を頂くこと

としており、申請頂けた病院につきまして、県で審査させて頂きまして、要件を満たすという

ことでしたら、県の拠点病院として認定してまいるという予定にしております。 

いずれにせよ、国の制度及び県の制度を合わせ連携した運用を致しまして、本県のが

ん医療の拡充を図り、県内のどこに住んでいても高度ながん医療が受けられる体制の整備

に向かって、これらの制度を活用してまいりたいと考えておりますので、皆様方のご協力よ

ろしくお願いいたします。 

 説明は以上でございます。 

 

ありがとうございました。がん治療のモチベーションを上げるためにも、こういう国指定の

がん拠点病院、県指定のがん拠点病院というものを指定されたということですけど、春日井

市民病院さんは手を挙げられて、江南厚生病院さんはまだ手を挙げてみえないということ

ですけど、春日井市民病院さんが手を挙げられたにもかかわらず、県指定のがん拠点病

院に指定されなかった主な理由は何でしょうか。 

 

今、議長がおっしゃったのは、事実が少し違いますが、春日井市民病院さんからは私ど

もに県の指定の申請をまだ出して頂いておりません。9 月 30 日までですからまだ間に合うと

思うんですが、申請を出して頂いておりません。申請が出てくれば厳格に審査をして、指定

できるかどうかをチェックしたいと思いますが、私どもの担当者からは、春日井市民病院さ

んは、まだ相談にもいらっしゃっていないと聞いております。 

 

私、聞き間違えたかも知れません、情報不足かも知れませんけど、渡邉先生どうなって

いるんですかね。 

 

まず、地域自治体病院が大変な状況になっている。総務省が地域医療再生計画という
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議長 

 

 

 

春日井市民病院長 

 

 

事務局（健康対策

課） 

 

 

 

 

 

ことで、各自治体の病院についても、経営改善計画を立てなさいということをなされたのは

ご存じのとおり。今回、厚生労働省が、がん拠点病院に準ずる病院においてもがんの診療

加算をとってもいいということで、ＤＰＣの加算をとれるようにしてくれている。それについて

がん拠点病院に準ずる病院は何かということで、厚生労働省はちゃんと Q&A で文章に地

域医療計画に準ずる病院と指定されていればいいと。平成１９年あなたたちが作られた地

域医療計画はなんですか。そこにこの地域には準ずる病院として春日井市民病院、江南

厚生病院がある、と書いてある。だからこれをもって私たちは出せるといったけれども、東海

北陸厚生局に県は独自の考えで指定しますので、と言った。その独自の考え、５項目はい

つ我々に明示をされて、いつどのように配布されたんですか。 

 

まずおっしゃることの正確を欠くことを、訂正してください。医療計画に拠点病院に準ず

る病院、医療計画に記載のある病院を準ずる病院とするということは、国の通知に一切書

いてありません。 

 

厚生労働省の Q&A というのは、君たちの上部の省庁の発言だ。それを否定するんだ

な。保健所長それでいいですか。我々は、その書類も持って見せている。 

 

加藤先生ご発言をお願いします。 

 

今回、県の独自の指定と言われても、これは基本的に大学病院を除けば、２次医療圏

に一つという国の方針以外のなにものでもない。なぜかというと、２次医療圏でダブル指定

されたのが、刈谷豊田だけです。あそこはすぐに二つに分かれると決まっている。来年分か

れるはずですよね。あと大学病院は別にすると、名古屋医療圏は別にしたら、結局は県独

自だと言われても、県独自じゃなくて厚労省の方針でしかない。2 次医療圏でダブル指定

をしようとする意思がないとしか思えない。私どももまだ出来て間もなくて、今体制整備をし

ていますから、体制整備が終わりましたら、手上げをする予定でおりますが、そういう面で富

山等では、２次医療圏に 2 つ等の指定が現実になされている、そういう面からすると愛知県

というのは、お国の顔をうかがっているんじゃないかと思いますので、県民のためにレベル

に達した所はどんどん指定するような形に変えて頂きたい、姿勢をね、と思っています。 

 

県の方のご意見もあるかと思いますけど、この会議では出来るだけモチベーションを、がん

治療の質の向上のためにも、がん拠点病院の数を出来るだけ増やす方向で努力して頂き

たいというのを、この会議の結論とさせて頂きたいと思いますけどよろしいでしょうか。 

 

最後に言わせて下さい。先ほど私が言った厚生労働省の Q&A を否定されるのでした

ら、それを出した時に正式に謝罪文を出して頂きたい。以上です。 

 

私の発言の時、言葉をさしはさまれたので説明が中途半端になっているんですけど、私

が申し上げたのは国の Q&A は、医療計画に規定している病院をがん診療拠点病院に準

ずる病院とすることも想定できると書いてあるんです。本来的には県知事が愛知県におけ

るがん診療拠点病院の推薦をするということを県全体のがん医療の向上のために県知事

においてどういう方向を考えるかは任されています。国の通知は、医療計画に準ずると書

いてある病院を、そういう取り扱いにしろと書いてあるわけではありません。あくまでも想定さ

れると書いてあるだけです。それは、いわゆる国の都道府県に対する技術的助言と言いま
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すか、県が行政を行っていく上で国がそういったことも参考にしてやってくださいということ

でありまして、医療計画に準ずると書いてあれば全てそういった取り扱いをしろと書いてある

わけではございません。これは、普通の日本語で書いてございまして、読めばわかります。

ただ、若干医療関係の方に誤解を生じていると私も承知しておりますが、Q&A については

もう少し慎重にお読み頂きたいと思います。 

 

わかりました。この会議では出来るだけ一つの医療圏でも複数のがん拠点病院が認定さ

れるよう、要望しますという結論にさせて頂いて宜しいでしょうか。できるだけそのような形で

努力して頂きたいということで、この報告事項については終了させて頂きます。 

 

  議長、いいですか。 

 

 

 どうぞ。 

 

蛇足になるかもしれませんが、先ほど何度も申し上げましたように、私どもとしては県全

体のがん医療の底上げのために、この指定制度を活用していきたいということであります。

従いましてこの要件を満たす、この要件がどうであるべきかという意見もごさいましたが、現

時点においてはこの要件を満たす病院さんについては、ぜひ私どもに相談に来て頂い

て、指定の申請をして下さいということを、全病院に対して、医師会、病院協会なんかも通

じまして、お願いをしております。ですので、ぜひ皆様方、この圏域だとそんなにたくさんの

病院がこの要件を満たすとは思えませんけど、少なくとも要件を満たす可能性のある病院

については、ご相談を頂いて、私どもの審査を受けて頂いて、県の指定病院になるように

事務を進めて頂くように、私どものほうからもお願いしたいと思っております。 

 

春日井市民病院院長さんその旨よろしく、地域医療向上のためよろしくお願いいたしま

す。 

それでは、最後ですが、報告事項４「定期予防接種の広域化について」、事務局からお

願いいたします。 

 

失礼します。春日井保健所生活環境安全課の木村と申します。本日は予防接種の広

域化について、市町の担当者との打合せ等の状況を報告いたします。 

平成２１年１月１３日の予防接種広域化検討作業部会において、一つ、４医師会は、当

医療圏 7 市町からの依頼を受けて、対象者の住所地が異なっていても予防接種を行なうこ

とに同意した。一つ、接種料金等については、接種を受ける者の住所地市町の設定料金

とする。一つ、４医師会は、基本的に予防接種の対象者の住所が異なっても住所地市町

の料金体系で行うことで合意が出来ているので、今後は保健所と各市町間で事務的な詰

めの作業を行う。以上３点について基本合意がなされた。 

平成２２年５月２８日予防接種広域化担当者打合せ会議を小牧市保健センターで開催

いたしました。これは、各市町の予防接種担当者と詳細を検討する上で、各市町から出さ

れた「契約方法、予診票の取り扱い、健康被害発生時の対応、業務量の増大に伴う対応」

等の課題を検討しました。 

この中で、１）広域化に伴う事務量の増大への困惑、２）実績報告、請求事務における過

誤の発生とその対応等への懸念、３）一部の市町は、圏域市町での広域化よりも県下一斉
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議長 

 

の広域化を希望、などの意見があり、圏域での広域化に「積極的である市町」と「広域化へ

は慎重に検討を重ねるべきである」との市町間での広域化に対する温度差が感じられまし

た。 

後日、これらの慎重意見について再確認を行ったところ、１）～３）と同様の意見が出さ

れ、重ねて県下一斉の広域化、請求事務等の国民健康保険組合団体連合会委託への要

請があり、併せて請求事務における債権者登録の問題、これは、年度当初での債権者登

録が必要ということで、広域化で接種医療機関が増加すると年度当初の入力事務が非常

に煩雑になると、提起がありました。 

私どもは要請のあった県下一斉の広域化について、再度健康対策課に確認しました

が、県内一括の広域化は現時点では考えておらず、ひとまず圏域での広域化を要請され

ました。 

また、国民健康保険組合団体連合会への請求事務の委託は、現在妊婦健診、乳幼児

健診に対する支払い業務が行われておりますが、これはほぼ県内一括での委託であり、ま

た委託手数料が必要であることから、県下一斉の広域化に際しては予防接種請求事務の

国保連への委託も選択肢として考えられますが、委託手数料の問題もあり現時点では国

保連への委託は困難であると推察されます。 

今後の進め方ですが、このように、県下一斉の広域化や国保連への委託は一層の困難

が予想されるため、まず医療圏レベルでの広域化を進めて行きたいと考えております。 

本年度内にはあと 2～3 回担当者打合せ会議を開催する予定としており、各市町と課題

の解決を図って行きたいと考えています。 

しかし、保健所単独ではなかなか理解が得られない場合は、広域化に慎重な市町への

働き掛けを医師会等の協力を仰ぎながら行っていく事も検討せざるを得ないので、その節

は医師会様にはご協力のほどよろしくお願いいたします。 

以上で説明を終わります。 

  

どうもありがとうございました。ただ今の報告につきまして、ご質問をどうぞ。 

広域化に消極的な市町村の名前を言ってもらえませんか。その市の医師会長さんも来

てみえますので。 

 

消極的というか、慎重意見ということですね。今後も、今年度に関してはあと 2 回ほど会

議を開いて打ち合わせをする予定でおりますので、この席では控えさせていただきたいと

思いますけれど。 

 

決別した場合には、教えてください。 

他によろしいでしょうか。 

 

 たとえば、実質的には来年からでもいいだろうと思われてるんですか。いくら早くても。来

年度。 

 

来年度早々はちょっと今のタイムスケジュールから行くと非常に難しいかなと思っており

ます。 

 

はい、他にないでしょうか。時間も押しているようですので。他によろしいでしょうか。その

他、事務局から何かございますか。 
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事務局（松井主任） 

 

議長 

 

 

 

司会 

 

特にございません。 

 

それでは、以上をもちまして、本日予定されていた議題等は全て終了いたしました。 

議事の進行にご協力いただき、誠にありがとうございました。 

では、事務局の方にマイクをお返しします。 

 

長時間にわたりありがとうございました。 

本日の会議の結果につきましては、事務局の方から県の健康福祉部へ報告させていた

だきたいと存じます。 

また、保健所のホームページの方にも本日の会議録を、非公開部分を除いて、掲載さ

せていただきたいと思いますので、よろしくお願いをいたしたいと存じます。 

 

では、以上を持ちまして、本日の会議を終了させていただきます。 

本日は、誠にありがとうございました。 

 

 

 
 


